
１ 報告にあたって 

 

（１）作成の背景 

   近年，女性の就労率の上昇や育児休業制度の普及などにより，子育て家庭において

も共働きが増えています。また勤務形態も多様化しており，現在働いていない母親も潜

在的な就労意向を持つ人が多くなっています。 

  芦屋市における保育所及び幼稚園への就園等の状況をみると，就学前児童数は，近

年ほぼ一定の数値で推移しているにも関わらず，幼稚園への入園者は減少傾向にあり，

反対に保育所への入所希望者は増加しています。その結果，保育所へ入所出来ない，い

わゆる待機児童が増えている状況が続いております。 

本委員会は，このような背景を踏まえ，子育て支援の核となる保育所・幼稚園の今後

の方向性を議論するとともに，「待機児童解消に向けた方策に関すること」，「保育所と

幼稚園との連携に関すること」，「その他保育所及び幼稚園の今後のあり方」等を中心に

取りまとめ，この度本報告書を作成しました。 

  今後は，この本報告書に掲げた内容等を基に，保育所と市立幼稚園の効果的・効率的

な運営が図られることを期待します。 

 

（２）検討経過 

  平成２１年１１月２７日に「芦屋市保育所・幼稚園あり方検討委員会」を設置し，学

識経験者，保護者団体，労働者団体，行政関係者で構成する９名の委員が，「保育所と

幼稚園の現状」，「今後の目指すべき方向」について討議・検討するとともに，保育所と

幼稚園の現地視察も行いました。 

  なお，本委員会の開催状況は下記のとおり計５回開催し，本報告書を作成しました。 

 

第１回 平成２１年１１月２７日（金）
・委員会の進め方等について 

・芦屋市の保育所及び幼稚園の現状について 

第２回 平成２２年 １ 月２８日（木）
・前回の概要 

・検討課題の整理 

第３回 平成２２年 ５ 月１３日（木）

・現地視察（新浜保育所，浜風幼稚園，浜風夢保育園）

・第１回，第２回検討委員会について 

・現地視察の感想 

第４回 平成２２年 ６ 月 ８ 日（火） ・報告書の骨子（案）について 

第５回 平成２２年 ７ 月２７日（火） ・報告書（案）について 
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２ 保育所と幼稚園の現状と課題 

 

（１）就学前児童について 

   芦屋市の平成１６年度から２２年度までの就学前児童数の推移及び保育所への入所，

幼稚園への入園状況につきましては，以下のとおりです。     

  

 

（市立保育所・私立保育所／０歳～５歳児対象）         各年度５月１日現在 

年 度 Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

①就学前児童 

数    （人） 

 <０歳～５歳> 
５，０５７ ５，０２９ ５，０６４ ５，０５６ ５，１６５ ５，１８６ ５，１５７

市立保育所 

（設 置 数） 
６ ６ ６ ６ ６ ６ ６

私立保育所 

（設 置 数） 
３ ３ ４ ５ ５ ５ ６

計 ９ ９ １０ １１ １１ １１ １２

②定  員   

     （人） 
５７６ ５７６ ６３６ ７５６ ７５６ ７５６ ８１６

③入所児童数  

        

     （人） 

５６９ ６０６ ６２０ ７３４ ７９５ ８１４ ８７３

入 所 率 

（③／②）（％） ９８．８ １０５．２ ９７．５ ９７．１ １０５．２ １０７．７ １０７．０

④待機児童数  

        

     （人） 

     ５７ ９７ ９３ ５５ ９５ １７３ １５４

⑤要保育児童

数 （③＋④） 

     （人） 

６２６ ７０３ ７１３ ７８９ ８９０ ９８７ １，０２７

保育需要率 

   （⑤／①） 

     （％） 

１２．４ １４．０ １４．１ １５．６ １７．２ １９．０ １９．９

 注：幼稚園は学校基本調査の基準日である５月１日現在としているため，保育所も同じ５月１日現在とした。 

 

上記の表に示されているように，芦屋市の０歳から５歳までの就学前児童数について

は，平成１６年度から平成２２年度までの間，ほぼ５，０００人程度で推移しています

が，保育所へ入所を希望する児童の割合（保育需要率）は，毎年増加しています。 
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   一方，市立幼稚園の入園児童数については，下記の表のとおり，平成１８年度をピ

ークに園児数が毎年減少し，平成２２年度では入園率が約３８％となっています。 

しかし，芦屋市内の私立幼稚園では，３歳児からの保育を実施するとともに，各園独

自の教育方針に基づく多様な保育を行っているため，９０％以上の入園率を維持してい

ます。 

   このように，市立幼稚園の入園児童者が減る一方，保育所では待機児童が年々増加

の傾向にあるなど，保育需要のバランスが大きく変化してきています。 

  なお，将来予測としては，就学前児童数の減少が見込まれていますが，昨今の社会・

経済情勢等から保育所の保育需要率は今後も一定の割合で上昇するものと推測されま

すので，今後の施設整備が緊急の課題です。 

 

（市立幼稚園／４・５歳児対象）                  各年度５月１日現在 

年 度 Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

市立幼稚園 

  （設置数） ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９

①定 員 （人） ２，２４０ ２，２４０ ２，２４０ ２，２４０ ２，２４０ ２，２４０ ２，２４０

②入園児数   

     （人) 
８８８ ９１２ ９４３ ８８９ ８９８ ８６９ ８５７

③入 園 率 

     （％） 

（②／①） 

３９．６ ４０．７ ４２．１ ３９．７ ４０．１ ３８．８ ３８．３

 

 

（市内私立幼稚園／３歳～５歳児対象）              各年度５月１日現在 

年 度 Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

市内私立幼稚

園（設置数） ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４

①定 員 （人） ５１０ ５１０ ５１０ ５１０ ５１０ ５１０ ５１０

②入園児数   

     （人) 
５１４ ４９７ ４９８ ４９５ ４９１ ４６１ ４７９

③入園率    

     （％） 

 （②／①） 

１００．８ ９７．５ ９７．６ ９７．１ ９６．３ ９０．４ ９３．９
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（２）保育所について 

  ① 保育施設の設置状況等 

   芦屋市の保育所は，平成２２年４月 1 日現在，市立保育所６園，私立保育所６園の

計１２園で定員は８１６名です。 

    また，芦屋市の保育理念として，「一人ひとりの“いのち”を大切にする保育」を

掲げ，保育目標としては，「心豊かに仲間と育ちあう，生涯を見通した生きる力を育

む保育」を目指しています。 

    芦屋市の特徴の一つとして，以前は，私立保育所においては主に乳児を，また市立

保育所では幼児を受け入れ，市立と私立が共存していましたが，保護者のニーズに応

えるために，市立保育所では，乳児保育の充実に努めており，また新たに設置した私

立保育所においては，０歳から５歳までの児童を受け入れ，各年齢における保育需要

に対応しています。    

  市立保育所及び私立保育所とも，月曜日から土曜日の間，午前７時３０分から午後

６時まで通常保育を実施しており，また，各園とも土曜日を除いて午後７時まで，延

長保育を実施しています。なお，私立保育所２園では，午後８時まで延長保育を行っ

ています。 

 

（２歳以下と３歳以上の定員数）               平成２２年５月 1日現在 

市立保育所（６園） 私立保育所（６園） 合 計（１２園）  

区 分 

児童数 割 合 児童数 割 合 児童数 割 合 

０歳～２歳 １４８人 ３０．８％ １７４人 ５１．８％ ３２２人 ３９．５％

３歳～５歳 ３３２人 ６９．２％ １６２人 ４８．２％ ４９４人 ６０．５％

合計（定員） ４８０人 １００．０％ ３３６人 １００．０％ ８１６人 １００．０％

 

  ② 受け入れ施設の拡充と待機児童 

   芦屋市の保育所の待機児童数は，平成１３年度頃から少し増える傾向が見られました

が，平成１５年度から急増しています。このため，緊急の待機児童の解消策（受入枠拡

充）として，教育委員会の協力により，平成１７年１０月に浜風小学校の余裕教室を利

用した６０人定員の保育所を開園し，さらに平成１９年４月には旧山手幼稚園跡地に，

１２０人定員の私立保育所を誘致しております。このように新たに保育所を開園した直

後には，一時的に待機児童は減りますが，依然として待機児童が増えたことにより，急

遽，平成２２年４月に６０人定員の私立保育所を開園しています。 
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（保育所入所受入枠拡充）                  各年度５月１日現在 

市立保育所 私立保育所 合  計 
区  分 

施設数 定員(人) 施設数 定員(人) 施設数 定員(人)

平成１７年度 ６ ４８０ ３ ９６ ９ ５７６

平成１８年度 ６ ４８０ ４ １５６ １０ ６３６

平成１９年度 ６ ４８０ ５ ２７６ １１ ７５６

平成２０年度 ６ ４８０ ５ ２７６ １１ ７５６

平成２１年度 ６ ４８０ ５ ２７６ １１ ７５６

平成２２年度 ６ ４８０ ６ ３３６ １２ ８１６

増加数（平成17年度より） ±０ ±０ +３ +２４０ +３ +２４０

   

  待機児童を年齢別でみると，下記の表のとおりであり，毎年１歳児が多く，次に２

歳児，３歳児が多い傾向があります。 

また，待機児童の緩和を図るために，市立保育所は定員の最大１１０％まで，私立保

育所は定員の最大１２５％までの円滑化を実施しています。 

 

 （年齢別保育所待機児童数の推移）               各年度５月１日現在 

年 度 ０歳（人） １歳（人） ２歳（人） ３歳（人） ４歳（人） ５歳（人） 計（人）

平成１６年度 ３ １６ １２ ２１ ５ ０ ５７

平成１７年度 ８ ２６ １５ ２１ ２３ ４ ９７

平成１８年度 ２ ３４ ２９ ２１ ５ ２ ９３

平成１９年度 ４ ２３ １２ １６ ０ ０ ５５

平成２０年度 ７ ３１ ３２ ２２ ３ ０ ９５

平成２１年度 １８ ７７ ３８ ３０ ８ ２ １７３

平成２２年度 ２４ ６０ ４１ １７ ８ ４ １５４

                      ※上記０歳～５歳は入所申請をしている児童数 

  

 

 

 

 5



 ③  特別保育の実施状況 

  芦屋市では，通常保育のほか保育ニーズの多様化に対応するため，次のような特別保

育事業を実施しています。 

事 業 名 事 業 内 容 実 施 箇 所 

延長保育事業 保護者の就労条件等を加味し通常の保

育時間を延長する事業 

 

 

市立保育所及び私立保育所の

全１２園で実施 

一時保育（預か

り）事業 

通常保育の対象とならない就学前児童

で，保護者の就労，傷病，入院，災害，

事故，出産など一時的に保育が必要とな

る児童を保育する事業 

 

私立保育所６園中５園（さく

ら・こばと・浜風夢・山手夢・

夢咲）で実施 

 

統合（障がい児）

保育事業 

個別的配慮の必要な児童（心身に障害を

持つ児童）の保育に，必要な環境整備（保

育士の加配）を行い，他の健常児と一緒

に保育を行う事業 

市立保育所及び私立保育所の

全１２園で実施 

地域活動事業 

（地域子育て支

援センター事

業） 

 

地域全体で子育てを支援する基盤の形

成を図るため，子育て家庭等に対する育

児不安等についての相談指導などを実

施することにより，地域の子育て家庭に

対する育児支援を行う事業 

市立全保育所で園庭開放・体

験保育・育児相談事業等を実

施。 

（私立保育所も可能な事業を

実施） 

病後児保育事業 

 

 

児童が病気の回復期でかつ他の児童と

の集団保育が困難なときに，保護者が就

労や疾病等のために家庭で保育できな

い場合に一時的に預かる事業 

 

市立芦屋病院内の施設で実施

 

（３）幼稚園について 

 芦屋市の幼稚園教育は，「基本的な生活習慣の形成を図るとともに，身近な自然環境

とのかかわりを通じて，豊かな感性やたくましく生きる力を育む教育」を行っています。 

 また，近年は在園児と未就園児の交流等，様々な機会を捉えて子育て支援活動を実

施し，「親と子の育ちの場」としての市立幼稚園の役割，機能の充実が求められていま

す。 
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市立幼稚園は，平成１１年４月に山手幼稚園を西山幼稚園に統合した結果，現在では

９園です。 

  市立幼稚園の配置は，国道４３号線以北が５園，以南が４園と比較的バランス良く配

置されており，多くの市立幼稚園が小学校の隣に設置されて，小学校との連携も密に行

われています。 

市立幼稚園は，４歳児及び５歳児を対象とした２年保育で，保育時間は，月曜日・水

曜日・金曜日は弁当持参日で午前８時５０分から午後２時３０分まで，火曜日・木曜日

は午前８時５０分から午前１１時５０分です。 

市内私立幼稚園（４園）は、３年保育を実施しており，保育時間については，園に

よって様々ですが、概ね市立幼稚園と同じです。 
市立幼稚園には，就学前児童の４・５歳児の約半数（平成２２年５月１日現在， 

１，６９９人中８５７人）が入園しており，阪神間に比べても割合が高くなっています。 

しかし，園児数は，昭和５５年の５３クラス，１,９３１人をピークに，少子化の影

響もあり，平成２１年度では３７クラス，８６９人（資料編Ｐ１７参照）と約半減し，

それに伴い，市立幼稚園の空き教室も目立ちはじめ，全普通教室数の約４０％である 

２７教室が空き教室となっており，ＰＴＡ室や図書室等に転用しています。 

  

（市立幼稚園で行っている特別な活動例） 

項  目 内  容 

保護者会 
子育てについて，悩みなどを解消するため園長先生との相談。また

子どもとの接し方など，講師を招いて講演会を定期的に行っている 

園庭開放 保育終了後から１時間程度，園庭を開放している。（在園児のみ対象）

地域未就園児との交流 
子育て支援活動として，就園前の幼児に園庭開放をし，園児との交

流を行っている 

 
（市内私立幼稚園で行っている特別な活動例） 

項  目 内  容 

子育て相談 子どもの教育・育児に関する悩み事等について，相談を受け付ける 

園庭開放 
遊具や園庭を開放し，子どもや保護者とのふれあいの場を提供して

いる 

預かり保育 通常保育終了後～午後 5 時（2 園），午後 5 時 30 分（1 園） 
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３ 保育所と幼稚園の目指すべき方向 

 

（１）待機児童解消について 

   待機児童解消策については，保育担当部署だけが解決に向けて取り組むのではなく，

芦屋市全体の就学前児童の問題として取り組むべきであり，そのためには教育委員会

と連携を図る必要があります。 

  待機児童解消に向けて即効性のある解決方法としては，まずハード面の整備が考え

られます。基本的には保育所の新設が一番望ましいのですが、限られた財源の中で，

効果的・効率的な方策として，既存の公共施設の有効活用，とりわけ教育委員会所管

の市立幼稚園施設等の活用が望ましいと考えます。 

 しかし，市立幼稚園の施設を有効に活用する場合，同一施設内に保育所を併設する  

ことについては，運用面や設備そして保育内容等今後十分な検討が必要であります。   

 また，施設整備の際には，保護者のニーズと供給量のバランスなども検討する必要 

があります。 

 

【考えられる対応策】  

◎ 市立幼稚園・小学校施設の活用 

◎ 私立保育所の整備及び新設の検討 

       

 

（２）保育所と市立幼稚園との連携について 

 保育所における待機児童の増加や市立幼稚園の園児数の減少等，保育所と市立幼稚園

の状況は変化し，また親の就労形態や子育てに対する意識の変化などにより，子育てを

取り巻く状況は変わり，保育所や市立幼稚園へのニーズも多様化してきています。 

 今後は国の動向を見極めながら，保育所・市立幼稚園が連携して既存施設の有効活用

や幼稚園教諭及び保育士資格の免許・資格を有する人材を柔軟に人事交流させるなど弾

力的な運営を検討する必要があります。 

 

【考えられる対応策】 

◎ 市立の保育所及び幼稚園職員の交流 

◎ 保育所及び市立幼稚園の職員の合同研修 

◎ 保育所及び市立幼稚園の園児の交流 
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（３） その他保育所及び幼稚園の今後のあり方について 

  保育所及び幼稚園は，いずれも就学前児童を保育する場であり，子どもたちが共に

健やかに育つため，環境面等で差があってはなりません。そして，小学校における生

活や学習等への移行を円滑にし，発達や学び，生活の連続性を確保し，総合的な流れ

を一貫したものにすることが重要です。 

      このことから，保育所，市立幼稚園及び小学校の職員が共に研修を行うことにより，

相互理解を図り，子どもの学びについて，共通認識を進めることが必要です。 

      まず保育所においては，待機児童の解消に努め，保育に欠ける子どもたちが保育所

に入所できるように施設整備を図り，さらに良好な環境のもとで保育が維持できるよ

う施設面等の配慮も必要です。 

 また，市立幼稚園においては，幼児の健やかな成長を確保するため，地域との連携，

施設や機能を開放し，子育て家庭に対して子育てに関する啓発活動等積極的に子育て

支援策に努めていく必要があります。なかでも，保護者のニーズや実態に応じた「預

かり保育」は，子育て支援の１つの方策として有効な手段であり，また，実施する内

容によっては，保護者の選択肢（保育所か市立幼稚園）が広がることも考えられます。 

      芦屋市の保育目標は，「心豊かに，仲間と育ちあう」，すなわち生涯を見通した“生

きる力”を育む保育を目指しており，また市立幼稚園では，「未来に向かってたくま

しく生きる幼児の育成」を掲げ，「たくましく生きる力」を育んでいくことを重要課

題としています。この二つの目標から，「生きる力を育む」ことが，保育所・市立幼

稚園の共通のキーワードであるように考えます。       

      このキーワードを基に，今後，保育所及び市立幼稚園において，基本的方策をしっ

かりと議論し，保育所，市立幼稚園及び小学校との連携した支援体制を構築していく

必要があると考えます。  

 

  【考えられる対応策】 

◎ 保育所，市立幼稚園及び小学校の職員の合同研修 

◎ 市立幼稚園の子育て支援事業 

◎ 市立幼稚園の預かり保育 

◎ 私立保育所の整備及び新設の検討（再掲） 
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４ 資料編 

 

（１）設置要綱 

 

    芦屋市保育所・幼稚園あり方検討委員会設置要綱 

 （設置） 

第１条 本市の保育所及び幼稚園のあり方を検討するため，芦屋市保育所・幼稚園あり方

検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 検討委員会は，次に掲げる事項を検討する。 

(1) 待機児童解消に向けた方策に関すること。 

(2) 保育所と幼稚園との連携に関すること。 

(3) その他保育所及び幼稚園の今後のあり方について必要な事項に関すること。   

 （組織） 

第３条 検討委員会は，１０人以内の委員をもって組織する。 

２ 検討委員会の委員は，次に掲げる者又は団体から選出された者のうちから，市長が委

嘱し，又は任命する。 

 (1) 学識経験者 

 (2) 保護者団体 

 (3) 労働者団体 

 (4) 行政関係者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は，委嘱の日から検討結果を市長に報告する日までとする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は，学識経験者の委員の中から選任し，副委員長は，委員の中から委員長が指

名する。 

３ 委員長は，会務を総理し，検討委員会を代表する。 

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるとき，又は委員長が欠けたときは，

その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 検討委員会の会議は，委員長が招集し，その議長となる。 

２ 検討委員会は，委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことはできない。 

３ 検討委員会において，必要があると認めるときは，委員以外の者の出席を求め，意見

若しくは説明を聴き，又は資料の提出を求めることができる。 

 （庶務） 

第７条 検討委員会の庶務は，保健福祉部こども課及び教育委員会管理部管理課において

行う。 
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 （補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，検討委員会の運営に必要な事項は，委員長が検討

委員会に諮って定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は，平成２１年１１月２７日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は，第４条の規定により検討結果を市長に報告した日限り，その効力を失う。 
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（２）委員名簿 

 

芦屋市保育所・幼稚園あり方検討委員会委員（第１回及び第２回） 

（敬称略） 

ＮＯ 区  分 出身団体等の名称及び役職 性別 氏 名 

１ 学識経験者 関西学院大学聖和短期大学教授 男 千葉武夫 

２ 学識経験者 東大阪大学副学長（こども学部教授） 女 吉岡眞知子 

３ 保護者団体（保育所） 芦屋市保育推進保護者会協議会会長 女 栗田沙織 

４ 保護者団体（保育所） 芦屋市保育推進保護者会協議会副会長 女 齋藤隆子 

５ 保護者団体（幼稚園） 芦屋市ＰＴＡ協議会常任理事 女 大屋鋪恵美 

６ 保護者団体（幼稚園） 芦屋市ＰＴＡ協議会（宮川幼稚園会長） 女 相井千葉 

７ 労働者団体 芦屋地方労働組合協議会 男 島山清史 

８ 行政関係者（保育所） 打出保育所所長 女 宗政多津子 

９ 行政関係者（幼稚園） 精道幼稚園園長 女 柴 ひろ 

 

 

芦屋市保育所・幼稚園あり方検討委員会委員（第３回～第５回） 

（敬称略） 

ＮＯ 区  分 出身団体等の名称及び役職 性別 氏 名 

１ 学識経験者 関西学院大学聖和短期大学教授 男 千葉武夫 

２ 学識経験者 東大阪大学副学長（こども学部教授） 女 吉岡眞知子 

３ 保護者団体（保育所） 芦屋市保育推進保護者会協議会会長 女 目春貴美子 

４ 保護者団体（保育所） 芦屋市保育推進保護者会協議会副会長 女 漆原千明 

５ 保護者団体（幼稚園） 芦屋市ＰＴＡ協議会常任理事 女 山口誓子 

６ 保護者団体（幼稚園） 芦屋市ＰＴＡ協議会理事 女 徳永久芽子 

７ 労働者団体 芦屋地方労働組合協議会 男 島山清史 

８ 行政関係者（保育所） 打出保育所所長 女 宗政多津子 

９ 行政関係者（幼稚園） 潮見幼稚園園長 女 前川和世 
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（３）参考資料  

                        第１回委員会配布資料（H21.11.27） 

 

 ＜委員会の進め方等＞ 

 

 委員会は年度内に３回，新年度に２回，計５回の委員会を予定しています。 

 各回における検討内容は以下のとおりです。 

 

年 度 月 日 委 員 会 検討内容等 

１１月 

２７日 

 

 

 

 

第１回委員会 

 

 

～現状把握～ 

・委嘱 

・委員会の体制の確認 

・委員会の検討内容の確認 

・保育所，幼稚園の現状 

・意見交換 

・次回予定 

１月下旬 第２回委員会 

 

～現状把握と検討課

題の整理～ 

・現状を踏まえて，検討課題の整理 

 

・次回予定 

Ｈ２１ 

年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月下旬 

 

 

 

 

 

第３回委員会 

 

～課題分析と考え方

の整理～ 

・課題解決に向けて，保育所と幼稚園 

 との連携について 

・保育所の今後のあり方についての協議

・幼稚園の今後のあり方についての協議

・次回予定 

４月下旬 

 

 

 

 

第４回委員会 

 

～今後のあり方につ

いて～ 

 

・第２回，第３回における協議内容を 

 検討委員会としての考え方を整理 

 

・次回予定 

Ｈ２２ 

年度 

 

 

 

 ５月中旬 第５回委員会 

 

～検討結果のまとめ

（案）協議～ 

 

 

・検討結果（原案）の協議 
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                        第１回委員会配布資料（H21.11.27） 

 

                            芦屋

 

 

 

 

 

 

 

 設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 統合

 

 

 産

 子

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精道 打出 岩園 大東 新浜 緑 さくら こばと あゆみ 浜風夢 山手夢

定員 90 90 60 60 100 80 45 30 21 60 120

置年月日 S48.09.01 S27.08.01 S53.10.01 S34.04.01 S57.04.01 S54.05.01 S52.04.01 S51.11.01 S43.04.01 H17.10.01 H19.04.01

電話番号 32-0510 22-5725 31-0335 22-0089 32-0410 34-0715 31-7788 31-3338 31-2000 25-9614 23-9646

1489.56 1,484.82 1,401.38 2,195.04 2,448.00 2,401.57 748.92 264.46 349.10 678.33 1,974.68

686.66 666.42 508.10 526.33 728.50 580.10 305.29 174.00 105.90 422.48 1156.61

延長保育 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（障が
い児）保育

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域活動 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

休明保育 ○ ○

育て支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一時保育 ○ ○ ○ ○

その他

東芦屋町
6-10

保育所名

３ヶ月～
就学まで

保育年齢 満１歳～
就学まで

満２歳～
就学まで

満１歳～
就学まで

３ヶ月～
就学まで

３ヶ月～
就学まで

産休明け
～満２歳
まで

浜風町
1-1

３ヶ月～
満２歳ま

で

３ヶ月～
満２歳ま

で

満３歳～
就学まで

私立保育園

精道町
9-15

宮川町
4-10

岩園町
2-18

新浜町
8-1

新浜町
1-1

緑町
2-4

大桝町
2-15

若宮町
3-17

東山町
30-3

市内の保育所及び特別保育事業等一覧

敷地面積㎡
物面積㎡

産休明け
～

就学まで

所在地

開所時間
長保育

含む）
7:30～19:00 7:30～19:00

7:00
～

20:00

公立保育所

建

（延
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                        第１回委員会配布資料（H21.11.27） 
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                        第１回委員会配布資料（H21.11.27） 
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                        第１回委員会配布資料（H21.11.27） 
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